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№７

■　糟屋６町合併研究会事務局　〒 811-2301  糟屋郡粕屋町大字上大隈 55 番１  糟屋郡自治会館内３階
■　電  話 939 - 9966　FAX 939 - 9967   E-mail  info@kasuya6gappei.jp

【経過報告】
　平成 19年９月 27日
　　第２回　糟屋６町合併協議会設立準備会が開催されました。　　　　　　　　　
　　　①合併協議会開催スケジュールについて承認されました。
　　　②合併協議会の組織運営に係る例規関係（幹事会・専門部会・分科会など）について承認さ
　　　　れました。
　　　③合併協議会に諮って定める例規関係（小委員会設置規程など）について承認されました。

　７月から９月にかけて各町において「糟屋６町まちづくり構想説明会」が開催されました。
たくさんのご参加ありがとうございました。なお、各町の参加者数は次のとおりでした。

実　施　期　間 回　数 参加者数
宇美町 9月 3日～ 9月 7日 ５回 215 人

篠栗町 8月 6 日～ 9月 1 日 14 回 324 人

志免町 8月 18 日～ 8月 26 日 ６回 110 人

須恵町 9月 3日～ 9月 6日 ３回 424 人

久山町 8月 17 日～ 8月 30 日 ８回 303 人

粕屋町 7月 7日～ 8月 31 日 24 回 845 人

合　計 60 回 2,221 人

Ｑ．町と市ではどのような違いがあるのですか？
Ａ．町と市では、その組織や権能について、次表のようにいくつかの点で異なっています。（主な相違点）

区　分 項　　目 町 市 関係法令

議　会

議員定数の
上限 人口２万人以上の町　26 人 人口 10 万人以上、20 万人未満の市　34 人 地方自治法

第 91 条

議決事項 工事契約など 5000 万円以上 工事契約など 1億 5000 万円以上 地方自治法
第 96 条

選　挙

選挙区 原則郡単位 原則市単位 公選法
第 15 条

選挙期日の
告示

議会の議員および長の選挙期
日の少なくとも５日前に告示

指定都市以外の市の議会の議員および長の
選挙期日の少なくとも７日前に告示

公選法
第 33 条

福　祉

福祉事務所 福祉事務所の設置は任意 福祉事務所の設置が義務づけ 社会福祉法
第 14 条

生活保護 福祉事務所を設置していない
町はこれを行わない。 生活保護の決定および実施などを行う。 生活保護法

第 19 条

妊産婦などの
入所などの
措置

福祉事務所を設置していない
町はこれを行わない。

妊産婦など助産施設または母子生活支援施
設への入所措置を行う。

児童福祉法
  第 22 条、
第 23 条 

児童扶養手当
など

福祉事務所を設置していない
町はこれを行わない。

児童扶養手当の受給資格の認定および支給
などを行う。

児童扶養手当
法第４条など

その他

史跡名勝
天然記念物の
現状変更の許
可など

町の教育委員会にあってはこ
れを行わない。

市の教育委員会は史跡名勝天然記念物の現
状変更などの許可などを行う。

文化財保護法
第 184 条など

商店街
振興組合など 町にあってはこれを行わない。

市の区域を越えない商店街振興組合および
商店街振興組合連合会の設立認可、定款の
変更の認可などを行う。

商店街振興組
合法第 86 条
など

☆１か月の支出 89 万 4,800 円をまかなうのに、月収に親などからの支援を加えてもなお不足する額を
　毎月、ローンなどの借入４万 2,400 円に加えて、定期預金を７万 1,300 円取り崩している状況です。

町　　　債 （借　入　金） 基　　　金 （定期預金）
年収 500 万円の家庭に
当てはめると

年収 500 万円の家庭に
当てはめると

17 年度末残高 7,715 百万円 1,18 8 万円 17 年度末残高 2,154 百万円 332 万円
18 年度の返済額 735 百万円 113 万円 18 年度の積立額 137 百万円 21 万円
18 年度の借入額 330 百万円 51 万円 18 年度の取崩額 555 百万円 86 万円
18 年度末残高 7,310 百万円 1,126 万円 18 年度末残高 1,736 百万円 267 万円

◎町債と基金の状況を年収500万円の家庭に換算した場合の残高

☆現在 500 万円の年収と 267 万円の貯蓄に対し、借金が 1,126 万円あることになります。

歳　　　入 （収　　　入） 歳　　　出 （支　　　出）
平成18年度一般会計決算額（年間） １か月の家計にたとえると 平成18年度一般会計決算額（年間） １か月の家計にたとえると

町税などの
自主財源 3,246 百万円 月収（給料など） 416,700 円

人件費 1,326 百万円 食　費 170,200 円
公債費 912 百万円 ローンの返済 117,100 円

地方交付税 1,817 百万円
親などからの
支援 385,500 円

扶助費 698 百万円 家族の医療費など 89,600 円

国県支出金など 1,186 百万円 物件費 1,042 百万円 光熱費など 133,800 円

補助費等
投資、出資、
貸付金

1,068 百万円 冠婚葬祭費
友人への援助金など 137,100 円

繰 入 金

基金繰入 555 百万円 定期預金の
一部解約 71,300 円

特別会計
繰　　入 12 百万円 生計を別にしている

子どもからの仕送り 1,500 円
繰出金 973 百万円 生計を別にしている

子どもへの仕送り 124,900 円

投資的経費
維持補修費 814 百万円 自宅の増改築

修繕費 104,500 円

町　債 330 百万円 ローンなどの
借入金 42,400 円 積立金 137 百万円 定期預金積立て 17,600 円

歳　入　計 7,146 百万円 収　入　計 917,400 円 歳　出　計 6,970 百万円 支　出　計 894,800 円
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◎町の財政状況をわかりやすくするために、18 年度の決算を家計にたとえてみました。
　町税などの自主財源を年収 500 万円（月収 41 万 6,700 円）とします。


